
令和５年度普通交付税等（大分県市町村分）について 

 

 

１ 概要 

   ○普通交付税と臨時財政対策債発行可能額の合計額は１，２８３億円 

（対前年度比▲２１億円、▲１．６％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[主な要因]  

個別算定経費の多くの項目(36 項目中 19 項目)及び包括算定経費の単位費用の増や地域

デジタル社会推進費の増額などにより財政需要が増加したものの、地方消費税交付金や

固定資産税等の増により収入が大きく増加したことに伴い、財源不足額が圧縮され、合

計額が減少。 

  

（単位：億円、％）

A B A-B  C C/B

（注）　表示単位未満を四捨五入しているため、合計等が一致しない場合がある

全国市町村
増減率

合計

臨時財政
対策債発
行可能額

1,249

区　　　分

普通交付
税決定額

５年度 増減率増減額

2.3

４年度

0.671,242

▲45.4▲296334

▲1.6▲211,3041,283

▲43.9

▲2.1



２ 基準財政需要額及び基準財政収入額の増減内訳 

○基準財政需要額は２，７６２億円で、高齢者保健福祉費などの個別算定経費の多くの項目

及び包括算定経費において単位費用が増加した影響や地域社会のデジタル化の推進に要

する経費の充実等により対前年度＋４７億円、増減率は＋１．７％となっている。臨時財

政対策債振替相当額を含んだ場合は２，７９６億円で、対前年度＋１８億円、増減率は＋

０．７％となっている。 

 

○基準財政収入額は１，５１２億円で、対前年度＋４０億円、増減率は＋２.８％となって

いる。 

 （単位：億円、％）

A B A-B  C C/B

a

b

74 73 1 1.0

c

d

e

f

g

h

i

(2,796) (2,778) (18) (0.7)

2,762 2,715 47 1.7

k

(1,284) (1,307) (▲22) (▲1.7)

1,250 1,244 5 0.4

(1,283) (1,304) (▲21) (▲1.6)

1,249 1,242 7 0.6
(注) １　（ ）書きは、臨時財政対策債振替相当額（i）を含めた額である。

２　交付基準額と交付決定額の差は調整額である。

３　表示単位未満を四捨五入しているため、合計等が一致しない場合がある。

　　　 交付基準額(j-k)

　　　 交付決定額

合計(g+h-i) j

1,512 1,472 40 2.8基準財政収入額

臨時財政対策債
振替相当額

34 63 ▲29 ▲45.4

基
　
準
　
財
　
政
　
需
　
要
　
額

小計(a+b+c+d+e+f)
(公債費以外の経費)

公 債 費 等 413 424 ▲11 ▲2.5

2,383 2,355 29 1.2

地域デジタル社会
推進費

20 16 4 28.2

地域社会再生事業費 30 30 ▲0 ▲0.7

人口減少等
特別対策事業費

44 44 0 0.7

地方創生推進費

地域の元気創造事業費 29 29 0 1.5

区　　　分
５年度 ４年度 増減額 増減率

包括算定経費 257 247 10 4.1

個別算定経費
(公債費除き)

2,002 1,989 14 0.7



（１） 基準財政需要額            ＋４，６７４百万円 ( ＋１．７％ ) 

    (臨時財政対策債振替相当額含み    ＋１，８２０百万円 ( ＋０．７％ )) 

 【主な増減内訳】 

  ○個別算定経費の増加          ＋１，３７８百万円 ( ＋０．７％ ) 

・介護・障害福祉職員等の処遇改善による高齢者保健福祉費や社会福祉費の単位費用の

増など、36 項目中 19 項目において単位費用が増加したことなどによる増 

    ※増減額トップ３ 

①高齢者保健福祉費（７５歳以上）   ＋６２２百万円 ( ＋３．９％ ) 

②高齢者保健福祉費（６５歳以上）   ＋５２１百万円 ( ＋１．９％ ) 

③社会福祉費             ＋３９１百万円 ( ＋１．２％ ) 

 道路橋りょう費（延長）       ▲２１２百万円 ( ▲５．８％ ) 

 農業行政費             ▲１３５百万円 ( ▲３．７％ ) 

 保健衛生費             ▲１００百万円 ( ▲０．６％ ) 

 

○包括算定経費の増加          ＋１，００８百万円 ( ＋４．１％ ) 

 ・学校、福祉施設、図書館、文化施設などの地方公共団体の施設の光熱費の高騰を踏ま

えた単位費用の増加等による増 

 

○地域デジタル社会推進費の増加       ＋４４９百万円（ ＋２８．２％） 

 ・マイナンバーカードを利活用した住民サービス向上のための取組に係る需要を反映さ

せるために創設されたマイナンバーカード利活用特別分による増 

 

○公債費の減少               ▲９４２百万円 ( ▲２．２％ ) 

 ・合併特例債償還費            ▲５６４百万円 ( ▲６．０％ ) 

 ・臨時財政対策債償還費          ▲２０９百万円 ( ▲１．１％ ) 

 

○臨時財政対策債振替相当額の減少    ▲２，８５４百万円 (▲４５．４％ ) 

 

（２） 基準財政収入額             ＋４，０４８百万円 ( ＋２．８％ ) 

 【主な税目の増減】 

○地方消費税交付金の増加        ＋２，５１６百万円 (＋１０．８％ ) 

・景気回復に伴う消費の増等 

 

○固定資産税の増加           ＋１，１４１百万円 ( ＋２．０％ ) 

・新増築家屋の増等 

 

○市町村民税(所得割)の増加         ＋５５５百万円 ( ＋１．４％ ) 

・単位税額(所得税額の増加)による増 



＜参考＞ 

 

１ 普通交付税の額の決定方法 

 

   各地方団体の普通交付税額  ＝(Ａ  基準財政需要額  －Ｂ  基準財政収入額  ) 

                     標 準 的 な 財 政 需 要      標 準 的 な 財 政 収 入 

 

                ＝    財源不足額(交付基準額)  

 

  Ａ  基準財政需要額   ＝   単位費用   × (  測定単位   ×   補正係数  ) 

              測定単位１当たりの費用    人口、面積等          段階補正等 

    ※ 各種の補正係数は、各団体毎の自然条件や社会条件等の違いによる財政需要の差を反映するもの 

 

  Ｂ  基準財政収入額    ＝    標準的な地方税収入等の７５％   ＋   地方譲与税等  

 

 

 

２ 臨時財政対策債 

臨時財政対策債は、地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例債として発

行される地方債で、その元利償還金は翌年度以降の基準財政需要額に全額算入される。各団

体の発行可能額は、各団体の財源不足額を基礎として算出した額。(財源不足額基礎方式) 
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